
国民文化祭・京都2011 こころを整える～文化発心 民話の祭典は、11月6日開催！ 

【総務課】 
町長｢まちづくりトーク｣ 

  町長室でご意見を聞かせていただきます。 

  5月は24日（火）午前に開催します。また、町ホームページでも、まちづくり
提案箱を設置し、町政への意見・提言をお伺いしています。 

◆お申込み 総務課総務係 ☎32-0501 

無料法律相談 

 京都弁護士会のご協力により、次のとおり予約による無料法律相談を開催しま

す。希望される方は6月2日（木）までにお申込みください。相談は無料、秘密
は固く守られます。 

◆日 時 6月3日（金） 午後1時～午後4時 
◆場 所 泊泉苑 

◆お問合せ 総務課総務係 ☎32-0501 

【住民生活課】 

リユースショップ(伊根町不要品再使用促進施設) 

ご家庭で不要となったまだ使えるものを持ち込み、必要とする人が持ち帰って
いただくリユースショップを開設しています。 

ご家庭で眠っている不要な物、捨てるのがもったいない物がありましたら持っ
てきてください。 
◆日 時 毎週水曜日と日曜日（5/15、18、22、25、29） 

午前10時～午後3時 

◆場 所 旧朝妻小学校校舎 
◆お問合せ リユースショップ ☎32-0140 
在庫情報（4/30現在） 

品名 数量 備考 

子ども靴 2 サイズは13.5cmと14.0cmです 

家庭の教科書 多数 1年生から6年生まで揃っています 

加温トレー 1 卓上鍋とセットになっています 

カバン 多数 種類も豊富にあります 

折り畳み傘 2 梅雨時期に備えてお一ついかがですか 

※他にもいろいろありますので、お気軽にお越しください。 

犬及び猫の引取会場の変更について 

～7月から町での引取はなくなります～ 
 犬及び猫の引取りについては、動物愛護管理法第35条の規定により実施して
いますが、一層の終生飼養を促進するため、今年7月1日から引取会場が変更と

なります。 
   【現在】                 【7月1日～】 

  役場 月2回（木）       ⇒    役場での引取は廃止 
     午後2時25分～2時45分 

 7月1日から引取に出される場合の最寄りの会場は次のとおりとなります。 
  ＜最寄りの引取会場＞ 

  ○与謝野町本庁舎   隔週（木） 午後2時～2時20分 
  ○与謝野町野田川庁舎 隔週（木） 午後2時10分～2時30分 

  ○宮津市役所     隔週（木） 午後1時20分～1時40分 
  ○丹後保健所     毎週（金） 午前9時～11時 

  ※京都府内ではこれまで40会場ありましたが、今回の見直しにより19会場
となります。 

◆お問合せ  住民生活課税務住民係 ☎32-0503 

日曜・祝日在宅医 

○外科 午前9時～午後0時・午後2時～午後5時 

○内科 午前8時45分～午前11時45分・午後1時45分～午後4時45分 

月日 曜日 外  科 内  科 
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日 
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衣川整形外科医院 (☎46-2027) 
宮津武田病院   (☎22-2157) 

須川医院     (☎44-3070) 
宮津市由良診療所 (☎26-9300) 

宮津市休日応急診療所 
（☎46-6230） 

6月の保健事業予定 

※会場：保健センター   

《相談事業》 

事業名 日・曜日 時 間 

保健センター相談日 02日(木) 
午前9時～ 
午前10時 

3歳児健診 

（場所：岩滝保健センター） 
30日(木) 

午後0時45分～ 

午後0時55分受付 

乳児健診 

（場所：本庄診療所） 
30日(木) 

午後1時40分～ 

受付 

 

《体力づくり事業》 

事業名 日・曜日 時 間 

すこやかサークル 
7日(火)、14日(火)、 

21日(火)、28日(火) 

午前8時30分～ 
午前11時10分 

午後1時20分～ 
午後4時10分 

すこやか運動教室 
3日(金)、10日(金)、 

15日(水)、24日(金) 

午後1時～ 

午後3時30分 

 

《健康診査》 

事業名 時 間 日・曜日 会 場 

総合健診 
午前8時～ 

午前11時30分 

16日(木) 保健センター 

17日(金) 泊泉苑 

18日(土) 本庄地区公民館 

19日(日) 保健センター 

20日(月) 筒川文化センター※ 

※筒川文化センターは、午前11時までの受付とします。 
 

【教育委員会】 

第 11 回伊根町スポーツチャレンジフェスティバル 

町民全てを対象に、ソフトボールやグラウンドゴルフ等、各種スポーツ大会等を

開催し、町民一人ひとりのスポーツ・レクリエーション活動への意識の高揚を図る
とともに、町のスポーツ振興を目指します。詳細は後日広報等で連絡させていただ

きます。 
◆日 時 6月19日（日） 

  集合：午前8時30分 
  総合開会式：午前9時 

  試合開始：午前10時 
◆会 場 桜が丘運動公園グラウンドほか 

 
【その他】 

社団法人宮津青年会議所児童絵画特設展示 

社団法人宮津青年会議所は平成元年3月から、台湾・台北市の大松山国際青年
商會と交流活動を行っており、その事業の一環として青少年絵画交換を実施して

きました。宮津与謝1市2町の小学生と台北市の児童を対象に絵画を募集し、両
国で展示を行い，友好と親善の架け橋となるよう実施し、展示します。 

◆日時・場所 
宮津シーサイドマートミップル内 4階 浜町ギャラリー  

5月28日（土）～29日（日）午前10時～午後7時 
加悦谷ショッピングプラザ ウィル ふれあい広場 

6月4日（土）～5日（日）午前10時～午後7時 
伊根町コミュニティセンター ほっと館通路 

6月13日（月）～14日（火）午前9時～午後5時 

エイズ夜間検査のご案内 

 丹後保健所では、毎週水曜日の午前にエイズ検査を実施しているところですが、6

月1日（水）は時間を延長し、午前9時～午後7時まで、検査を実施します。エイ
ズ検査については、即日検査法で実施しており、約1時間後に検査結果をお返しし

ます。 
◆検査内容 エイズ、クラミジア、肝炎（Ｂ型、Ｃ型） 

◆日 時 毎週水曜日   午前9時～午前11時 
◆場 所 丹後保健所 

◆結果返し クラミジア、肝炎検査については、2週間後に結果をお返ししま
す。 

◆そ の 他 費用は無料です。匿名ですが、事前電話予約が必要です。 
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～ひとが活き生き・伊根町～ 

～乗ってつなごう未来の子どもたちへ～ 

みんなでＫＴＲを考える住民参加シンポジウム 

◆日 時 5月22日（日）午後2時～午後4時30分 
◆場 所 京都府丹後文化会館 ホール（京丹後市峰山町杉谷） 

◆開催主旨 ＫＴＲを取り巻く状況（マイカー社会の進展、高速道路無料化、
少子化、施設・設備の老朽化、安全輸送体制の維持など）はたい

へん厳しいが、ＫＴＲを未来の子どもたちにつなげていくために、
住民一人ひとりが「住民のＫＴＲ」であるという意識を強くし、

「ＫＴＲに私たちに何ができるか」を考え、行動につなげるシン
ポジウムとする。 

◆内容（予定）  第1部  基調講演 
第2部 利用者と地域住民の声の紹介 

第3部  パネルディスカッション 
◆そ の 他 申込不要、参加料無料 

◆お問合せ 北近畿タンゴ鉄道利用促進協議会 ☎45-1601 
（宮津市企画総務室企画係） 

平成23年度労働保険年度更新について 

 労働保険料の申告納付は、6月1日（水）から7月11日（月）までにお願い
します。（土日祝は除く。） 

 なお、昨年度と同様「石綿健康被害救済法」に基づく一般拠出金の申告納付も
併せて行っていただくこととなります。お早めに申告納付をお願いします。 

◆お問合せ 〒604-0846京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451 
京都労働局総務部労働保険徴収課 

☎075-241-3213 FAX075-241-3233 

人権相談 

宮津人権擁護委員協議会による人権相談を実施します。 

◆日 時 5月24日（火） 午前10時～午後4時 
6月14日（火） 午前10時～午後4時 

◆場  所 京都地方法務局宮津支局 2階相談室 
◆相談担当者 人権擁護委員 

◆お問合せ 京都地方法務局宮津支局 ☎22-2561 

東日本大震災により被害を受けられた方へ 税金関係のお知らせ 

大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手

続を行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴
収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。

詳しくは、最寄りの税務署にお問合せいただくか、国税庁ホームページをご覧く
ださい。  

また、地方税についても、住民税、固定資産税、自動車税等の特例があります。
詳しくは、お住まいの都道府県又は市町村にお問い合わせ下さい。 

◆国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp 

あなたの「ふるさと寄附金」が被災地支援に 

 被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は「ふるさと

寄附金」として住民税・所得税の控除が受けられます。日本赤十字社や中央共同
募金会等への義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられます。詳しくは

総務省東日本大震災関連情報ホームページをご覧ください。 
◆総務省ホームページ http://www.soumu.go.jp 

 
【みんなの掲示板】 

みんなの掲示板は、町民のみなさんが行うグループ活動（文化・学習・スポー
ツ活動など）を掲載します。掲載を希望される方は、掲載を希望される号の前月

末までにお申し込みください。なお、掲載は無料です。詳しくは町ホームページ
をご覧ください。 


